
 

平成 31 年 4 月 8 日（月） 

少年少女委員会 

                                         中学年教育リーグ 担当役員 

 

「中学年教育リーグ」本部当番の仕事 

  

１．各チーム予定の確認 

   （１）試合開始１０分前までにチーム到着報告を確認し、試合スケジュール表にチェックする。 

     ※未報告の場合チーム関係者に連絡し報告依頼する。 

２．各チームへ主な注意事項の伝達 

   （１）通路上での一切のボール使用禁止。（手でつくことも含む） 

   （２）花壇への立ち入り禁止。（引率者に同行したお子様に十分注意をお願いする） 

   （３）グラウンド内への飲食物、持ち込み禁止。（ベンチ選手以外の子供・大人含む） 

     ※摂取できるのは水のみです。 

   （４）グランドへは革靴、ヒール、サンダル等では入場できない。 

（５）観戦及び試合前の待機時は、マーカーコーンより手前（グラウンド側）にいることを依頼する。 

   （６）地震が起きた場合、帰らずグラウンド内中央に集まる。 

   （７）具合の悪い選手がでた場合、本部に連絡をし速やかに各チームで対処することを依頼する。 

   その他「浮間こどもスポーツ広場」パンフレットの禁止事項参照。 

３．審判予定者への援助 

   （１）審判記録カードの記入。（作成見本参照） 

   （２）試合前予定の主審」に審判カードを配布、終了後回収し記入済ケースに保管する。 

   （３）ハーフタイム・試合終了後に４名分の給水準備と審判員に持参する。 

以上、ご協力よろしくお願いいたします。 

なお、不明点などありましたら担当役員まで連絡ください。 


